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平成 23 年度は、２件の事業の準備書（道路の
新設事業、鉱物の掘採事業）について、地域及び
事業の特性を考慮し、大気環境や水環境の保全、
希少動植物の保護と生態系の保全、廃棄物の適正
管理等について配慮するよう三重県環境影響評価
委員会の答申を受けて、意見を述べました。

また、環境影響評価手続きであらかじめ調査・
予測・評価を行った内容について、事業者自らで
実際の影響を調査し、また、影響が大きい場合に
どのように対処を行ったかをまとめた事後調査報
告書の送付が、17 件ありました。

県内の環境保全に関する自主的な取組を促進す
るため、環境保全に取り組む個人 ･ 団体を表彰す
る「みえ環境活動賞」を平成 18（2006）年度
から実施しています。 平成 23（2011）年度は、
30 件の応募があり、５団体が受賞しました。

環境影響評価制度、いわゆる環境アセスメント
は、開発事業等が環境に及ぼす影響について、事
業者が事前に調査・予測及び評価を行って、その
結果を公表し、これに対する環境保全の見地から
の知事、関係市町長、住民等の意見を聴いた上で、
事業者自らが環境配慮を行い開発事業等を実施す
ることにより、自然環境・生活環境を保全してい
くための制度です。 

三重県では昭和 54（1979）年に「環境影響
評価の実施に関する指導要綱」を制定して以来、
この制度により環境保全を進めてきましたが、平
成９（1997）年６月に環境影響評価法が制定さ
れたことに伴い、三重県の環境影響評価制度につ
いても、制度の充実・強化を図るため、平成 10

（1998）年 12 月に「三重県環境影響評価条例」
を制定し、平成 11（1999）年６月 12 日から全
面施行しました。

条例は、一定規模以上の開発事業等に対し、環
境の保全について適正な配慮を確保することを目
的とし、従来の要綱に比べ、土石の採取・鉱物の
掘採などの追加や規模要件の引き下げにより対象
事業の範囲を拡大しています。 

また、調査・予測及び評価の項目や手法の決定
階段での公表や、住民等が事業者に対し意見書を
提出できる機会の増加など住民等の参画機会の拡
大・充実が図られました。

なお、条例に基づく手続きの体系は、図３ー４
ー１に示すとおりです。

また、要綱施行も含め、平成 23（2011）年
度末までに評価書作成までの一連の手続きが終了
したものは 137 件です。

1  環境活動が評価される仕組みの運用

2  環境影響評価等の実施

1 − 1 みえ環境活動賞

2 − 1 環境影響評価制度

第４節 仕組みをより的確に運用する
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ア 計画地域
四日市市 １市 

イ 計画の目標
大気汚染、水質汚濁、自動車交通公害等に係

る環境基準等の達成維持 
ウ 計画の主要課題

ａ．都市地域における大気汚染対策
都市地域における光化学オキシダント等に

係る大気汚染の防止を図ります。
ｂ．自動車交通公害対策

国道 23 号等の主要幹線道路沿道における
二酸化窒素及び浮遊粒子状物質等に係る大気
汚染、騒音の防止を図ります。

ｃ．四日市地先海域の水質汚濁対策
伊勢湾の COD に係る水質汚濁・富栄養化

の防止を図ります。 
エ 主要課題に係る主な施策

ａ．都市地域における大気汚染対策
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラク

ロロエチレン及びジクロロメタン対策とし
て、「特定化学物質の環境への排出量の把握
等及び管理の改善の促進に関する法律」に基
づく大気中への排出量、廃棄物としての移動
量の届出、化学物質管理指針に基づく事業者
による自主管理計画の策定を促していくとと
もに、引き続き、大気環境測定を実施してい
きます。

また、硫黄酸化物、窒素酸化物、光化学オ
キシダント及び浮遊粒子状物質対策として、
大気汚染防止法、県条例及び県上乗せ条例に
基づく規制基準等の遵守の徹底を図るため、
引き続き、監視指導を行います。 

ｂ．自動車交通公害対策
国道 23 号等の主要幹線道路沿道における

交通公害対策として、自動車排気ガスに係る
施策の推進、低公害車の普及促進や「自動車
Nox・PM 法」の対策地域指定による車線規
制等の発生源対策を実施するとともに、遮音
壁の設置等による道路構造改善対策を実施し
ます。また、交通管制システムやバイパス、
立体交差等の整備による交通円滑化対策を実
施するとともに、引き続き、民家の防音工事
等の沿道環境整備対策や監視体制の整備に努
めます。 

ｃ．四日市地先海域の水質汚濁対策
伊勢湾水質汚濁・富栄養化防止対策として、

「化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含

のは、189 件です。 

（1） 公害防止計画の策定
公害防止計画は、環境基本法第 17 条（平成５

（1993）年 11 月までは公害対策基本法第 19 条）
の規定に基づき、公害の防止に係る各種の施策
を総合的に講じて公害の防止を図ることを目的と
し、関係都府県知事が作成するものです。

本県においては、昭和 45（1970）年 12 月に、
四日市市、（旧）楠町、朝日町、川越町の１市３
町を計画区域とする第１期四日市地域公害防止計
画を策定して以来、平成 22（2010）年度まで
８期計 40 年にわたり計画の策定を行ってきまし
た。

平成 18（2006）年度から 22(2010) 年度ま
でを期間とする第８期計画では、四日市市のみが
対象区域となり、その概要は次のとおりでした。 

図３－４－２ 公害事前審査の手続き

3 − 2 公害防止計画










